
 
令和９年４月、権現堂川小学校・吉田小学校・八代小学校の３小学校と東中学校が 

ひとつになり、幸手市で初めての義務教育学校を、現在の東中学校に開校する予定です。 

これにあたり、下記のとおり新たな学校の校名案を皆様から募集します。 

応募された校名案をもとに東中学校区再編準備委員会等で協議を行い、最終的な校名が

決定しましたら市ホームページなどでお知らせします。 
 

義務教育学校とは？  

小学校と中学校が一つになった９年間の学校で、一人の校長先生の 

下で、小・中学校の先生が協力して系統的・継続的な教育を行う新 

たな学校です。全国的にも設置する自治体が増加しています。 

 

                       

 

 

1 募集内容 東中学校区に開校を予定している幸手市立義務教育学校の校名案 

2 応募期間 令和６年８月２６日（月）～９月１７日（火）午後５時【必着】 

3 応募対象 市内にお住まいの方、又は市内にお勤めの方 ※一人１点まで 

4 応募方法 

○インターネットにより応募する場合  

右の QR コード又は下記 URL から、応募フォームに必要 

事項を入力してご応募ください。（応募用紙の提出不要） 

URL https://logoform.jp/form/5uhu/koumeioubo 

○郵便、FAX 又は持参により応募する場合  

応募用紙に必要事項を記入し、次のいずれかの方法でご応募ください。 

・郵送、持参：応募用紙を下記の宛先に郵送又は直接ご持参ください。 

【問合せ・宛先】〒３４０－０１９２ 幸手市東４－６－８ 

        幸手市教育委員会 教育総務課 学校再編担当 

・FAX：応募用紙を０４８０-４３-３１８８へ送信後、電話にて受信 

確認を行ってください。（☎０４８０-４３-１１１１(代)）内線６２４  

※電話など口頭による応募はできません。 

5 校名案作成 

の条件 

〇〇小中学校や〇〇義務教育学校、〇〇学園などとしてください。 

ただし、市内外の既存の学校名と誤解されるものはご遠慮ください。 

6 選定基準 
①親しみやすく地域に愛着を感じられる、東中学校区にふさわしい校名。 

②将来にわたり、長く使い続けられる校名。 

７ 留意事項 

・応募いただいた校名案は、幸手市教育委員会に帰属します。 

・必要事項の記入漏れや内容に不備がある場合は、応募が無効になる場

合があります。 

・応募にかかる経費は応募者の負担となります。 

・応募用紙の返却は行いません。また、応募者個別の結果通知、選定に関

する問い合わせへの対応はできません。 

・応募者の個人情報は、この目的以外で使用しません。 

・応募数の多い校名案が校名に決定するものではありません。 

QR コード 

応募用紙は市の公共施設（公民館・図書館など）にあります。 

皆様のご応募をお待ちしております。 


